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６︓申請について

申請書の総額が予算額に達した時点で、申請書の提出期限前に申請締切と
させていただきますので、お早めに申請してください。
※予算残額についてはエネルギー産業推進室にお問い合わせください。

最上町省エネ設備導入緊急支援事業補助金

事業番号②～⑤の追加書類
（６）従前の設備の消費エネルギーがわかる資料（省エネ比較のため）
例）従前設置の消費電力の表示写真やカタログなど
　　LED事業の場合は交換基数と従前設備の消費電力がわかるもの

※個人・法人を問わない団体による申請の場合は事前にご相談ください。

◆事業完了時提出書類
事業番号①～⑤共通
（１）令和５年度　最上町省エネ設備導入緊急支援事業補助金実績報告書
（２）令和５年度　最上町省エネ設備導入緊急支援事業請求書
（３）補助金振込み先口座がわかる書類　例）通帳の口座情報の写しなど
（４）支払いを証明する書類　例）領収証・通帳の支払い部分の写しなど
（５）設置状況がわかる写真　例）施行前・施工後の写真

７︓設備導入及び実績報告書の提出期限
　省エネ設備の導入完了（経費の支払い完了を含む）及び、実績報告書の提出

期限は、令和６年２月２２日（木）です。

尚、受付後でも期限までに導入ができない場合、実績報告書が提出されない場
合については補助金の交付決定を取消ことがありますのでご注意ください。






